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衆
議
院
議
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松
原
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君
提
出
中
国
大
使
等
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
不
当
な
圧
力
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
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る
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一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
不
当
な
政
治
的
圧
力
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
台
湾
と
の
関
係
に
関
す
る
我
が
国
の
基
本
的
立
場
は
、
昭
和
四
十
七
年
の
日
中
共
同
声
明
第

三
項
を
踏
ま
え
、
非
政
府
間
の
実
務
関
係
と
し
て
維
持
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
先
の
答
弁
書
（
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
二
一
三
第
九
七
号
）
で
述
べ
た
対

応
等
を
行
っ
て
き
て
い
る
が
、
我
が
国
政
府
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
予
断
を
も
っ
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差

し
控
え
た
い
。 


